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ッグデータ活用スキー における法 の  
・ ステ におけるロングアー ス法理の  

 
   純一( 山学 大学大学 ジネス法務 ) 

 

 
キーワード: ・ ステ ( (Planet size oriented)で ステ を考える。境 を えた仕

(Global spread)を考える。多重構造(Plural structured)の原理原 で を考える。)、 生的

(用役 負担行 と 果 行 の 合から り つ )、クラウドネットワーキング( 大

コン ータ ステ に基づく情報の プライチ ーン) 
 
要 : 
1) ー は ・ ス 出  

2) ー ン機 化 た 要 は 正 で  

3) ン ー (Long arm statute)  

 

・ ステ から り出される ッグデータの主たる特 は か 

え 、 めて 純な 系(System)として、「 と 出の 分 ステ 」を 念して る。 出

は 出(Output)に 与された であるとする。その場合、 出の 的 用としての (Input)に
与された を容認することになる。もう一つ に れなけれ ならないことが、 出と の 異

として する (Addition)に 与された をも容認することである。さらに け えるなら 、

この を にして受 (Income)が安定的に するのであれ 、その ステ を持続させる者の生

は法 として 定することができる。 
このように もって 定したものは 純な ステ ではあるが、仕分けて ると の の とし

て てることができる。しかし、この研究発 で うことになる「 ッグデータ」は、このような

純な 系に するものではないと考える。な なら 、その 活用に る多様な 々の意 、様々

な の の 源に する行動の原 が見えないからである。また、どのような 活用の

を望 でいるのか、あるいは、現 の をどのように 正したいのか、それらのことも明確には

理できていないからである。したがって、 ッグデータを り う場合、まずは、どのような ステ

に するものなのかを 明する 要がある。 
そこで、 2012 がまとめた「 ・ ステ ・イ アティ 」の内容を 用することが、その一

になると考える。「イ アティ 」というのは、特定の ステ を 定した 論に基づき 策的

をすることである。ここでは、対象となる特定の ステ を「 ・ ステ 」とする。 
・ ステ は、 2012 によれ 、1「 ・ ステ の基本要 の 一は、 (Planet size 

oriented)で ステ を考えることである。 え 、増 環境 ステ (Aqua flow system)や大

ステ (Air cleaning system)が対象となる。 を 念することは、自然の定めを 定外としない

ことを意 する。 二に、境 を えた仕 (Global spread)を考えることである。 え 、グローバ

ル ジネス (GBS; Global Business Scheme)、クラウドなどの 大 コン ータ ステ

(Cyber space renaissance)、 境を えた新 発(DNDi; Drugs for Neglected Diseases initiative)が
対象となる。境 域の内外を 定することには があり、 境 の状態を 定に めることを意 す

る。 に、多重構造(Plural structured)の原理原 で を考えることである。 え 、環境、社会、

の 合 資行動(Principle with ESG; Environment, Society and Governance)、あるいは、与

パッケージ化の 計(Institution with SOP; Structured Outcome Package)が 定される。 一

の原理原 を とした上で 一の最 な を めることができない状態を参 している。 の原理原

に基づく の の中から特定のものを するための 範が められる。」と定 される。 
  に、 ッグデータが「 ・ ステ 」に して されるなら 、 のようなイ アティ

                                                   
1 (2012): 純一・ 上 一・金井 ・田 「 ・ ステ 論－法は、 に、「 ・ ステ

の課題」に える きか－」『 山 ジネスローレ ー』 山学 大学 2 2012。 
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1 (2012): 純一・ 上 一・金井 ・田 「 ・ ステ 論－法は、 に、「 ・ ステ

の課題」に える きか－」『 山 ジネスローレ ー』 山学 大学 2 2012。 
2 

 

を てることができる。 一に、 的 画 を源 とする 理 イノ ー ンが 定し得るの

であれ 、 的 (Inventive high-end usage)の環境を する 要がある。ただし、古い知の 果

を し て ることも原 として 動するので、 造的 (Creative destruction)から生じる影響を受

する環境を らなけれ ならない。 
二は、ローカルルールを重 した合意 の手続きを担保することである。全 と部分の調 とい

う 題は大きな足かせとなる。したがって、調 を るため、最大化と最 化の基 を用いた 件

(Mini-max standard)を 容する 要がある。 ・ ステ は、その部分が しなけれ 全 の機

能は しないからである。しかし、その 件に基づいて得られた が全 の を 定する結果

になる場合もあり得る。それゆえ、 ックデータの 活用に る 内容は、部分における活動の を

保全すること(Managed quality of life)を原 としなけれ ならない。 
 は、与 主 という行動意識を重 することである。 が 的 を行う基 には、受

主 (Income oriented)と与 主 (Outcome oriented) があると考える。与 主 とは、他者に与える

き用役 負担行 を重 する考え方であり、その行 は自らの生 を基 とする受 主 に基づく

果 行 に つものである。 ・ ステ における (Formation by stage gate)は
多 の から構 され、 において与 の行 が することになる。したがって、 ッグ

データの 活用に る 内容は、他者に与える き用役 負担行 をその源 とし、その におい

て、 果 行 が することが望ましい。 
 さて、現状において「 ッグデータ」と される大 の「情報のかたまり」は、果たして、「

・ ステ 」の性 を化 しているのであろうか。 
 ・ ステ の基本要 の 一は、 で ステ を考えることであった。もう少し、 定す

れ 、 の を えた ステ であることを意 する。 二の要 は、境 を えた仕

を考えることであった。グローバルというのは、 に 境を えることの を意 するものではない、

の分 域を えてそれらを連 する ステ であることを意 する。 の要 は、多重構造の

原理原 に基づきその 活用を考えることであった。つまり、 の原理原 が している で、

らかの合理的 を見出す 要があることを意 している。したがって、これらの要 は「 ッグデ

ータ」の主要部 を構 するものといえる。 
 「 ッグデータ」は、その 項目が定まっている けではないが、プログ書き 発 、SNSつ

やき発 、GPS 生活情報、 カ ラ 、セン ー情報、ネット などから始ま

って、 する日 の 象環境情報、相 用可能な状態になっている 種のデータ ースの 情報

なども まれる。「デジタル情報の資源」の一つであると づけられる。さらに、「大 、 構造化、

定 的、リアルタイ 」などの 範 の用語が するように、狭 の定 に じ めることが

できない ど多様な 価 の発現機会を めている。 ッグデータの 用が公 の ステ と 合

するのであれ 、 え 、Hadoopの レー ワークがグローバルな 増 を担保するのであれ 、

情報のかたまりは知的 になり得る テン ャルを持っていると評価できる。2  

これらの から、 ッグデータを「 ・ ステ に した活動 情報資源」であると定 す

ることが望ましい。また、その 活用に る の には、 した つの基 、つまり、「

的 の環境を する、ローカルな活動の を保全する手続きを担保する、与 の行動を重 す

る」の要 が されることが望ましい。 
 

ー ン機 化 た 要 は  
に「プログ書き 発 」が、 通 事業法 4 にいう の保 対象となる 書であるとす

る。事業者が の えいを すことは、 庁から業務 を められる 機となり、かつ、2 年

の 役または 100 の 金の対象となる。 ろ 、日本 法 21 の により通 の

を してはならないから、その 書を した者は 法 133 の となり、 告 ではあるが 1
年 の 役または 20 の 金 となる。したがって、 ッグデータとして された「プロ

グ書き 発 」を 用する場合、 の保 という をクリアしておく 要がある。また、 に

「SNS つ やき発 」が 特定の者に対して発 されており発 の 理 におかれていない場合であっ

ても、つまり、デジタル 間の中に ておかれた であったと多くの者が 認できたとしても、その

                                                   
2 参考にした文献は、 『 ックデータ 』秀 ステ 2012、日 BP 出  『クラウド大全 
ー ス から基 まで』日 BP 2009 など。 
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「つ やき」が持っている意 情報を 析することによって容 に特定の あるいは にたどりつ

くことができるのであれ 、 の 行 を構 することがあり得る。 

「GPS 生活情報」や「 カ ラ 」の 用においては、時として、対象となった特定の者

のプライバ ー 題が り上 られることがある。これは、情報の目的外の 用に して という

のスキー を 用していることから発現する。 ッグデータの 活用において、この種の

スキー は 的 用価 を させる原因となる。 に、 の情報の中に、 業行 の 用

保全機能を したトレード ーク等 の知的 が れ まれており、その の消 が 全であ

った場合、 法や 法や 正 法を として、その に対する を 告されない

と じることはできない。つまり、 ッグデータの中に混 する が された情報を 用する

とき、 者にとどまらず 者からも、 の 告行 が発せられることがあり得る。この種の

告行 は情報 用上のリスク ネジ ントからすれ 、 な であり、その 的対 を じ

る 要がある。 
「ネット 」は、消費者の多様な ー を構造的に 析する に役 つ情報としてそ

の 活用 の が高い。 え 、 した消費者の集 を し出すことができ、かつ、 来の消費動

向を できるのであれ 、 用な 業用 となる。しかし、そのような用 は、究 的に 々の

情報にたどりつくことを目的としている。また多くの場合、結果として 価 の に すること

が可能になる。したがって、 情報の り いに る または 業法法 の対象行 となら

ないような配慮が 要になると考える。 
 現行の 法 10 2 では、「事 の にすぎない 報 時事の報 は、 項 一 に

る に しない。」とあるが、 ッグデータがこの 2 の「 報」に すると 論するのは

計である。な なら 、グローバルな様 を持って しつつある「情報のかたまり」は、「 ・

ステ に した活動 情報資源」であった。そして、それは ではなく、多様な 、あるい

は、金 的 などを 生的 を 定し得る。したがって、公 の に 合する り、

的性 の法 を する法 的基 は するといえる。 
しかしながら、 ッグデータの 活用が展 されることによって、他方において自らの手 に受 を

集合させることができる 者が生まれ、その一方において自らの手 から意 せざる受 が しリス

ク負担感を させてしまう 者が発現しているとすれ 、 者と 者の 学的 の中で「 の

ステ 」を 持すること、つまり、 合的対 が められることになる。 合的対 が 調に れ

の が生まれる。その も し、 的対 として ッグデータの与 の構 を事 に

しておく きであろう。 
 

ー の の設  

 ここでは、アウトカ を、 に 果と をせず、与 、つまり、他者に与える き用役あるいは受

と定 する。したがって、 ッグデータの 活用を 的にする行 は、用役 負担行 、資金的

な からすれ 研究 発を う 行 資として づけられる。その 活用から発生する受 を

する行 は、つまり、 果 行 と い えることができる。与 を事 に 計できるのであれ

、 来の受 を することをもってして、 ッグデータの 活用スキー にイノ ー ン機能を

ことになる。 
 しかしながら、見えざる与 の 計は容 ではない。つまり、 ・ ステ を構 することに他な

らないからである。 え 、クラウド・ ステ の特性は、 のGBSと同様に、 プライチ ー

ンと知 プライチ ーンが の を持つことによって される。3したがって、この 域に

関する法的エン ース ントは、その を明確にできないままに 安定な状態に される 向を持

つことになる。この状態から し 合的な合意 を築くためには、まずは、用役 負担行 を

行させ 計した与 を し、この 域で される ッグデータを「 正 境 の状態(Fair 
Borderless)」に める を うことである。 

つまり、「 正 境 の状態」とは、 境や分 を えることが 正な行 であり、属 的 他

主 の原 が 化した状態を意 する。このような状 を安定 持するには、これまでの の で

は、事 の自 交 定(Ex-ante Free Trade Agreement)の交 に参画することによってその合理的な

                                                   
3 IGF(Internet Governance Forum) などが うテー も している。また、JCAN などの 認 の機

能も している。 



― 77―

3 
 

「つ やき」が持っている意 情報を 析することによって容 に特定の あるいは にたどりつ

くことができるのであれ 、 の 行 を構 することがあり得る。 

「GPS 生活情報」や「 カ ラ 」の 用においては、時として、対象となった特定の者

のプライバ ー 題が り上 られることがある。これは、情報の目的外の 用に して という

のスキー を 用していることから発現する。 ッグデータの 活用において、この種の

スキー は 的 用価 を させる原因となる。 に、 の情報の中に、 業行 の 用

保全機能を したトレード ーク等 の知的 が れ まれており、その の消 が 全であ

った場合、 法や 法や 正 法を として、その に対する を 告されない

と じることはできない。つまり、 ッグデータの中に混 する が された情報を 用する

とき、 者にとどまらず 者からも、 の 告行 が発せられることがあり得る。この種の

告行 は情報 用上のリスク ネジ ントからすれ 、 な であり、その 的対 を じ

る 要がある。 
「ネット 」は、消費者の多様な ー を構造的に 析する に役 つ情報としてそ

の 活用 の が高い。 え 、 した消費者の集 を し出すことができ、かつ、 来の消費動

向を できるのであれ 、 用な 業用 となる。しかし、そのような用 は、究 的に 々の

情報にたどりつくことを目的としている。また多くの場合、結果として 価 の に すること

が可能になる。したがって、 情報の り いに る または 業法法 の対象行 となら

ないような配慮が 要になると考える。 
 現行の 法 10 2 では、「事 の にすぎない 報 時事の報 は、 項 一 に

る に しない。」とあるが、 ッグデータがこの 2 の「 報」に すると 論するのは

計である。な なら 、グローバルな様 を持って しつつある「情報のかたまり」は、「 ・

ステ に した活動 情報資源」であった。そして、それは ではなく、多様な 、あるい

は、金 的 などを 生的 を 定し得る。したがって、公 の に 合する り、

的性 の法 を する法 的基 は するといえる。 
しかしながら、 ッグデータの 活用が展 されることによって、他方において自らの手 に受 を

集合させることができる 者が生まれ、その一方において自らの手 から意 せざる受 が しリス

ク負担感を させてしまう 者が発現しているとすれ 、 者と 者の 学的 の中で「 の

ステ 」を 持すること、つまり、 合的対 が められることになる。 合的対 が 調に れ

の が生まれる。その も し、 的対 として ッグデータの与 の構 を事 に

しておく きであろう。 
 

ー の の設  

 ここでは、アウトカ を、 に 果と をせず、与 、つまり、他者に与える き用役あるいは受

と定 する。したがって、 ッグデータの 活用を 的にする行 は、用役 負担行 、資金的

な からすれ 研究 発を う 行 資として づけられる。その 活用から発生する受 を

する行 は、つまり、 果 行 と い えることができる。与 を事 に 計できるのであれ

、 来の受 を することをもってして、 ッグデータの 活用スキー にイノ ー ン機能を

ことになる。 
 しかしながら、見えざる与 の 計は容 ではない。つまり、 ・ ステ を構 することに他な

らないからである。 え 、クラウド・ ステ の特性は、 のGBSと同様に、 プライチ ー

ンと知 プライチ ーンが の を持つことによって される。3したがって、この 域に

関する法的エン ース ントは、その を明確にできないままに 安定な状態に される 向を持

つことになる。この状態から し 合的な合意 を築くためには、まずは、用役 負担行 を

行させ 計した与 を し、この 域で される ッグデータを「 正 境 の状態(Fair 
Borderless)」に める を うことである。 

つまり、「 正 境 の状態」とは、 境や分 を えることが 正な行 であり、属 的 他

主 の原 が 化した状態を意 する。このような状 を安定 持するには、これまでの の で

は、事 の自 交 定(Ex-ante Free Trade Agreement)の交 に参画することによってその合理的な

                                                   
3 IGF(Internet Governance Forum) などが うテー も している。また、JCAN などの 認 の機

能も している。 
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を得てきた。さらに、事 と事 の資 状 査(Ex-ante & Ex-post Stock holder/user Inspection)
の 範 に るルール りも構築されてきた。 を するのであれ 、 ッグデータの 正 境

の状態を保全するためのルール りは けられないことである。 
 

ン ー (Long arm statute) は ー の  

 ロングアー (Long arm statute)法理というのは、 を しても かない他の にいる 正行 者

が最 の関連性を容認できるのであれ 、 の法 の 範 に り ことができるという

考え方である。 の に る を基 に されてきた考え方である。 
クラウドコン ーティング、さらには、クラウドネットワーキングの ・ ステ を 定した場

合、対象となる ッグデータの に って、対 をどのように 定するのかが重要になる。

大 が されるとすれ 、日本に 住する ックデータの 用者の が Hadoop の レー を

発した のカリ ル ア の法 をルイジア 法に基づいて 事 を き こすことは、あ

り得ることなのである。 
2008 年 10 13 日に の 的 対策 化法 通 、Pro-IP 法）が した。これは、

・ 題に り 事・ 事 定の 化を り だものであり、 の消費者、 業 、 業

の 保 を目的とし、法による と の を めている。特に、 目す きことは、知 プ

ライチ ーンの によって、 プライチ ーンの に される の「 」の安全が かされ

るが に、その に対 し の安全を るというロングアー の 大法理が されたことである。

そして、2011 年には、 ワ ントン およ ルイジア で 法レ ルの Unfair Competition Act
の 定が行 れ、Pro-IP 法との 合性が られた。グローバルな プライチ ーンにおける 的

リスクの 理の ならず、知的 リスクの 理を 定して、 査 (トレー リティの機

能)を 化する 計が 化しつつある。 
 このようなルール りは、 ッグデータの 活用に る 正 境 の状態の保全行 と 関 ではい

られない。な なら 、ロングアー の 大法理を持ってして、 正 境 の状態を し、新たな境

域を することが容 なのである。このような場合、その 大法理を 印することを するのでは

なく、事 の 計の中に れることによって、事 的な 正 境 の状態を保全することが一つの

であると考える。 
 え 、 ・ ステ の中に「 行 の ステ 」と「 行 の ステ 」を れ、新た

な 系の機能を保全する与 計を発 せざるを得ないと考える。 に、 理の与 を う ッ

グデータを 定して る。そこで ッグデータの 活用の事 として、2012 年 7 24 日に出 公 さ

れた G 社の「 を った およ ケアのための 者 用可能な方法、機 、お

よ ステ 」(特 2012-139492)を用いる。本発明の 範 は の ・ ステ の「情報ノー

ド」の一部を構 するに過ぎないものである。しかし、 計された与 は、生 ーカー情報の「

」から 計画の「 し し」までの プライチ ーンに る与 (特に、多様な という与 )
であり、その与 を 者と する 知らせるだけにとどまらず、「その の行 の を

する」内容を でいる。そのことに関し、 行 に る範 に するか かの 等論的 は

要になると考えるが、本発明の 範 では 門 を するにとどめている。ただし、この

はグローバルな クラウド環境の中で行 れるのであるから、 行 あるいは 行 に

り 正 境 の状態が保全されている 要がある。 な に、現行法では のインターネット 、

の が行 れているが、 法行 、さらには 法行 も増 する 向にある。 に、 計された

ステ の活動の を保全できない状態が発現することになれ 、 ・ ステ の内部に負の与

が し、 感の ステ が 動することも 定しなけれ ならない。となると、この種のリスク

を するためには、 者による 査 の ステ を構 することが となる。 
 

お りに 
 の研究発 にあたり関連文献を調 知見のある 者に アリングしたが、 じて え 、 ッ

グデータの 活用のための社会的 ステ 基 が未 な状態にあるといえる。その原因は、 ッグデ

ータが する特定の ステ が構 されていないことである。ただし、事 として り上 た の

G 社の発明者の スト とアルデン は、 者を主 にした ・ ステ を構 しており、その

で 定の発明をなすに っている。一つの発明が社会的イノ ー ンの 現につながるとすれ 、与

に対する構 を持った が 要となる。 




